
「デイサービスセンターつながる」サービス提供料金のご案内  

 

令和 6 年 4 月 1 日 

 

■障がい福祉（利用者負担額）の分サービス費（1 回当たり）          （1 単位=10 円） 

サービス費（単位） 加算（単位） 1 割負担（円） 

○共生型自立訓練 

（機能訓練） 

721 

○共生型生活介護 

697 

福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） 15 ※1 

リハビリテーション加算（Ⅱ） 20 ※2 

送迎加算（Ⅱ）        10 ※3 

初期加算           30  ※4 

 

○共生型自立訓練 

（機能訓練） 

806 

○共生型生活介護 

782 

食事提供体制加算 ※5：300 円   

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）※6：利用総単位数×0.049（単位）／1 月あたり（共生型自立訓練） 

                 利用総単位数×0.032（単位）／1 月あたり（共生型生活介護） 

ベースアップ等支援加算    ※6：利用総単位数×0.018（単位）／1 月あたり（共生型自立訓練） 

                 利用総単位数×0.011（単位）／1 月あたり（共生型生活介護） 

※1 社会福祉士等の福祉専門職員の配置がされている事業所の加算です。 

※2 理学療法士等がリハビリ実施計画書を作成する加算です。 

※3 片道、週 3 回以上の送迎を実施している場合の加算です。 

※4 利用の初期段階（開始から 30 日間）における加算です。  

※5 低所得の方を対象にした加算です。  

※6 介護職員等の処遇改善に充てる加算です。 

＊急病等により利用を中止した際に、欠席時対応加算（94 単位／回：月 4 回まで）を算定します。 

＊月ごとの利用者負担額は、所得に応じた上限額が定められています。 

 

■障がい福祉適用外（当事業所が用意した場合の実費）の分  

食事    650 円／回 ※7 

ﾊﾞｽﾀｵﾙ・ﾌｪｲｽﾀｵﾙｾｯﾄ   100 円／回  

レクリエーション 必要に応じた実費 

連絡帳ファイル   80 円／回 

連絡帳ケース  220 円／回 

その他 必要に応じた実費 

※7 食材変更はアレルギー対応のみになります。 

    欠席時対応加算の算定限度を超えた月 5 回目以降のキャンセルにつきましては、契約書の通り、 

利用日 2 日前の午前 9 時 00 分以降のキャンセルにおいて、食事の提供に要する費用として実費を

徴収させていただきます。 

 

＊障がい福祉サービス受給者証『食事提供体制加算対象者』の欄に該当と書いてある方は食事提供 

加算分の 300 円を引いた 350 円になります。 

 

口座振替の振込手数料は利用者

負担になります。 

＊手数料：88 円（税込）  

東邦銀行、福島銀行、大東銀行 

福島県内信用金庫 

いわき信用組合、会津商工信用組合

東北労働金庫、福島県内 JA  

＊手数料：165 円（税込） 

他銀行（ゆうちょ銀行含む）  


